
入 札 公 告 
  

次のとおり一般競争入札に付します。 

令和７年１１月１８日 

                    経理責任者 

                    独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 

                    院 長  髙 橋 章 夫  

 

 

１．調達内容 

（１）件名 

   旧国立病院機構西群馬病院敷地における土壌汚染調査（深度調査）業務 

（２）調達件名の特質等 

   入札説明書及び仕様書による。 

（３）履行期間  

   令和８年３月３１日（火） 

（４）履行場所  

   群馬県渋川市金井２８５４番地      

（５）入札方法 

   第一交渉権者の決定は、最低価格方式をもって行うのである。 

   ①入札者が提出する入札書は、(3)に定める履行期間に行う(1)契約件名の 

    履行に要する一切の費用を含め、契約金額を見積もるものとする。 

   ②第一交渉権者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額 

    の 10 パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の 

    端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって 

    評価するので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者 

    であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額 

    を入札書に記載すること。 

 

２．競争参加資格 

（１）独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下「契約細則」という。）第５条    

の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっ 

ても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある 

場合に該当する。 

（２）契約細則第６条の規定に該当しない者であること。 

（３）厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」の A、B、C 

又は D の等級に格付され、関東甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 

（４）土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定を有するものであること。 



  

３．入札書の提出場所等 

（１）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び 

   入札に関する照会先 

   〒377-0280 群馬県渋川市白井３８３番地 

   独立行政法人国立病院機構渋川医療センター 企画課長 

   電話 0279-23-1010  

（２）入札説明書の交付方法 

（１）の交付場所にて交付する。遠方等の理由により（１）担当部署での交付を受けるこ 

とが難しい場合には、電子交付も対応する。 

電子交付を希望する者は、件名に「【旧西群馬病院土壌汚染調査・深度調査調 

査】入札説明書等交付希望」と記載し、下記メールアドレスにて連絡すること。 

  （迷惑メール防止のため、●は@に置き換えること） 

  （契約係のアドレス）207-keiyaku1_mbx●mail.hosp.go.jp 

（３）入札書の受領期限 

   令和７年１２月４日（木）１７時 

  （郵送する場合には受領期限までに必着のこと） 

（４）開札の日時及び場所 

    令和７年１２月５日（金）１４時００分  

   国立病院機構渋川医療センター会議室１ 

 

４．その他 

（１）競争及び契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

（２）入札保証金及び契約保証金 免除 

（３）参加者に要求される事項 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に（１）に示した役務等 

件名を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなけ

ればならない。参加者は、 経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。 

（４）競争参加の無効 

公示に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、競争参加者に求められる義

務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 

とする。 

（５）契約書作成の要否 要 

（６）契約の相手方の決定方法 

本公告に示した競争参加資格のすべてを有する者かつ入札説明書および仕様書に 

定める業務を履行できると経理責任者が判断できる資料を添付して入札書を提出 

た入札者であって、契約細則第 21 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限 



範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を「第一交渉権者」とする。 

契約の締結は「第一交渉権者」と協議のうえ決定するが、「第一交渉権者」と契約

の締結に至らなかった場合においては、次順位の業者へ交渉権が移行することとなる 

（７）契約までに要する費用は、全て各事業者の負担とする。 

（８）その他詳細は仕様書、入札説明書による。 

 


